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取　　組 条例等の状況

平成27年度以前
から継続してい
る取組

〇放置自転車の実態調査（昭和52年度開始）
〇駅前放置自転車クリーンキャンペーン（昭和59年度開始）
〇放置自転車功労団体・功労者への知事感謝状贈呈
（昭和60年度開始）
〇自転車安全利用TOKYOキャンペーン（平成20年度開始）
〇自転車シミュレータ交通安全教室（平成24年度開始）
〇ホームページで駐輪場情報の提供（平成25年度開始）
〇自転車安全利用TOKYOセミナー（平成26年度開始）
〇地域を限定した放置自転車対策（平成26年度開始）
〇自転車安全利用宣言証の交付（平成27年度開始）
〇自転車安全利用PRサポーター（平成27年度開始）
〇自転車用ヘルメット普及促進事業（平成27年度開始）

●東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例（平成
25年７月１日施行）
●東京都自転車安全利用推進計画策定（平成26年１月）

平成28年度に
開始した取組

〇自転車安全利用指導員制度
〇自転車交通ルールのチェックシート配布
〇自転車安全利用推進事業者制度

●改正東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する
条例（平成29年２月１日施行）
●東京都自転車安全利用推進計画改定（平成28年4月）

平成29年度に
開始した取組

〇自転車安全利用TOKYOキャンペーンにおいて、大規模
店舗等と連携した自転車安全教室の実施
〇自転車安全利用推進事業者用動画教材の作成

平成30年度に
開始した取組

〇免許返納者等高齢者向け自転車安全利用講習会
〇東京都自転車安全利用サポーター制度

令和元年度に
開始した取組

〇自転車点検整備等促進事業に対する区市町村補助

令和２年度に
開始した取組

〇自転車損害賠償責任保険等への加入促進
●改正東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する
条例（令和２年４月1日施行）
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